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平成30年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について及び官報掲載事項の一部訂正について

下記の通知について、それぞれ別添１から別添11までのとおり訂正しますの

で、その取扱いについて周知徹底を図られますよう、お願いいたします。

なお、各別添の様式については、訂正後のもの（別添５における別紙７の別

表１にあっては、訂正箇所のみ。様式５の６にあっては、新規の追加。）とな

りますので申し添えます。

また、平成30年３月５日付官報（号外第45号）に掲載された平成30年度診療

報酬改定に伴う関係告示については、別添14のとおり、官報掲載事項の訂正が

行われる予定ですので、予めお知らせします。

・「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明

細書の交付について」（平成30年３月５日保発0305第２号）（別添１）

・「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う

実施上の留意事項について」（平成30年３月５日保発0305第３号）（別添２）

・「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」の一部改正に

ついて（平成30年３月５日保発0305第４号）（別添３）

・「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」

（平成30年３月５日保医発0305第１号）（別添４）

・「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」

（平成30年３月５日保医発0305第２号）（別添５）

・「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」

（平成30年３月５日保医発0305第３号）（別添６）

・「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」

（平成30年３月５日保医発0305第４号）（別添７）

・「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲

示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」

の実施上の留意事項について」の一部改正について（平成30年３月５日保医

発0305第６号）（別添８）

・「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」

（平成30年３月５日保医発0305第10号）（別添９）



・「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」

（平成30年３月５日保医発0305第12号）（別添10）

・「特定保険医療材料及び医療機器保険適用希望所（希望区分Ｂ）に記載する

機能区分コードについて」（平成30年３月５日付事務連絡）（別添11）

・「歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できる略称について」（平成30年

３月20日保医発0320第６号）（別添12）

・「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」（平成

30年３月26日保医発0326第５号）（別添13）
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(別添８)

「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項

等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留

意事項について」の一部改正について

（平成30年３月５日保医発0305第６号）

第３ 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める基準等（掲示事項等告示第２、第２の２及び第

３並びに医薬品等告示関係）

18 特定機能病院及び許可病床数400床以上の地域医療支援病院の再診に関する事項

(１) 特定機能病院及び許可病床の数が4005床以上の地域医療支援病院は、健康保険法第70条第

３項に規定する保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置として、患者

の病状その他の患者の事情に応じた適切な他の保険医療機関を当該患者に紹介することと併

せて、他の病院（許可病床の数が400床未満のものに限る。）又は診療所に対し文書による

紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず、当該病院を受診した患者については、選定療

養として、再診時に2,500円（歯科医師である保険医による再診の場合は1,500円）以上の金

額の支払を受けることとしたところであるが、その取扱い等については、（２）から（４）

までに定めるとおりとすること。


